
※この義援⾦は確定申告の際の寄付⾦控除の対象になります。年間2,000円以上
のご寄附の場合、県連や家族会でまとめて送⾦いただいた場合でも、⽒名、住
所、⾦額、送⾦⽇を連絡いただければ、受領証を発⾏いたします。


